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No. 分類 質問事項 回答

１－１ 応募対象者
他大学修士課程からの進学者も対象となる
か。

対象となります。

１－２ 応募対象者 留学生も対象となるか。
私費留学生の内、応募要件を満たす学生については対象となります。国費
留学生については対象外となります。

１－３ 応募対象者
秋入学生（令和４年１０月入学者）は対象と
なるか。(入学見込み含む）

応募可能です。プロジェクト生として選抜された場合は3年間（2022.10月
から）支援されます。
今回応募されなかった秋入学生については、来年度の募集で応募可能で
す。ただし、その場合の支援は2年半（支援は2023.4月から）となります。
現時点で秋入学が決まっている場合（見込み含む）はどちらのタイミング
で応募するかを選択できることになります。

１－４ 応募対象者
申請時に、休学している場合は申請すること
が出来るか。

令和4年4月の復学が決定している学生については、応募頂けます。

１－６ 応募対象者 年齢制限はありますか。 ありません。

１－７ 応募対象者
来年度のフェロー候補者として選出されてい
る学生は対象か。

応募要項にも記載の通り来年度のフェローに内定している学生は対象外で
す。

１－８ 応募対象者 フェローに不合格だが申請可能か？ 応募できます。

１－９ 応募対象者
来年度から日本学術振興会の特別研究員に内
定されたが申請できるか

応募要項にも記載の通り来年度の学振特別研究員に内定している学生は対
象外です。

１－１０ 応募対象者
勤務している学生についても年収２４０万未
満であれば応募できるか。

応募できます。



１－１１ 応募対象者

博士後期課程の場合、論文がアクセプトされ
る時期によっては、修了が半期以上ずれる可
能性も否めないが、将来的な未知の部分はお
いて、ひとまず現状で応募は可能ということ
か。

現状で標準終了年限を超えていなければ応募できます。但し、標準修了年
限を超える期間については支援されません。

１－１２ 応募対象者 標準修了年限は何年か
医学研究科以外は３年、医学研究科は４年です。但し、休学期間は除きま
す。

１－１３ 応募対象者
長期履修制度を利用している学生は、応募で
きますか。

応募できます。但し、標準終了年限を超えて支給を受けることはできませ
ん。例えば、長期履修制度でＤ5まで認定されている場合であってもD3（医
学研究科はD4)までしか支援を受けることはできません。

１－１４ 応募対象者
財団より年額200万円の奨学金を受けている
が、併給可能か。

可能です。ただし、財団 において奨学金の併給を不可としている可能性が
ありますので、必ず支援金を受給している財団 に確認して下さい。

１－１５ 応募対象者 未渡日ですが応募できますか？ 応募できます。但し、支援は入国後になります。

１－１６ 応募対象者
今年度応募せず、来年応募することはできま
すか？

できません（秋入学生除く）。来年度は新Ｄ１のみ募集予定です。

１－１７ 応募対象者
採択者が不採択になった場合、繰り上がりで
採択となる場合があるか？

来年度以降何らかの理由で採択者の取り消しがあった場合は、不採択に
なった学生から繰り上りで採択される場合があります。

１－１８ 応募対象者
神戸大学　博士学生プロジェクト研究員制度
の研究員として雇用されているが応募は可能
か。

応募できます。現在、博士学生プロジェクト研究員の支援内容については
現在学内において調整中です。

１－１９ 応募対象者
「申請時点で本国からの奨学金等の支援を受
ける留学生」の「本国」は日本もしくは母国
のどちらを指すか。

母国です。

１－２０ 応募対象者
非常勤で240万以上の収入があるが応募してよ
いか。

アルバイト・非常勤等の不安定な職であれば２４０万円以上の収入があっ
てもご応募いただけます。



２－１ 応募書類
申請にあたって、収⼊に関する証明書等の提
出は必要でしょうか？

申請の時点で、収⼊に関する証明書の提出は不要です。

２－２ 応募書類
申請書の審査区分について、該当する区分が1
つのみしかない場合、どう設定すればよい
か？

自身の研究分野を下記の審査区分表からより近い順に３つ異なるものを記
入してください。近い区分がない場合は、審査してもらいたい研究者の区
分を記入してください。

３－１ 選抜後
選抜された場合はHPで個人情報が公表される
のか。

本学のHPに氏名・学年を掲載します。

３－２ 選抜後
支援対象学生がアルバイトを行うことは可能
か。

研究やキャリア開発・育成コンテンツに取り組むことに支障がなければ問
題ありません。

３－３ 選抜後 TA・RAは継続してもよいか。
研究やキャリア開発・育成コンテンツに取り組むことに支障がなければ問
題ありません。

３－４ 選抜後
日本学生支援機構（JASSO）から奨学金を受け
ることは可能か。

可能です。ただし、JASSO において奨学金の併給を不可としている場合が
ありますので、必ず JASSO に確認して下さい。

３－５ 選抜後
支援対象学生は、扶養義務者（親等）の扶養
から外れる必要があるか。

支給額のうち研究奨励費（生活費相当額）は税法上雑所得として扱われま
すので、扶養義務者（親等）に伝えるとともに、健康保険や扶養手当等に
おける扶養の扱いについては、扶養義務者（親等）の職場等の担当者に問
い合わせてください。
また、所得税における扶養の扱いについては、近隣の税務署に問い合わせ
てください。

３－６ 選抜後
支援対象学生と大学間に雇用関係は生じるの
か。

学生と大学間の雇用関係を前提とするものではありません。このため、社
会保険、年金等は支援対象学生自身の手続き・管理が必要です。

３－７ 選抜後
本事業による収入は所得税、住民税の対象と
なるか。

学生への支給額のうち研究奨励費（生活費相当額）は雑所得として扱われ
るので、所得税、住民税の課税の対象となります。詳細は近隣の税務署に
問い合わせてください。

３－８ 選抜後 留年した場合は引き続き支援対象となるか。 標準修了年限を超える期間については支援されません。



３－９ 選抜後
支援学生が休学した際にも引き続き支援対象
となるか。

休学の理由により、中断・延長等の可否を判断します。出産・育児・傷病
等の場合等、学生が研究を継続することが困難になった場合には、休学期
間の支援を中断し、復学後の支援期間の延長を認めることがあります。な
お、休学期間が年度をまたぐなど長期に及ぶ場合、予算・財務会計制度上
の問題が生じることも考えられますので、休学が想定される場合には理由
や期間の如何を問わず、早めにご相談ください。

４－１
研究専念支
援金（生活

費）
生活費相当額の管理はどうすればよいか。 使途の確認は行いません。未使用分については返還の必要はありません。

４－２
研究専念支
援金（生活

費）
研究専念支援金はいつ振り込まれるか。 ５，８，１１，２月にそれぞれ3カ月分を振り込みます。

５－１ 研究費 研究費の管理はどうすればよいか。 所属している研究科の指示に従ってください。

５－２ 研究費 研究費はどのように使えますか？
書籍やＰＣ等自身の研究にかかる備品や海外留学のための旅費等や学生の
キャリア開発・育成コンテンツへの参加のための経費に使用できます。

５－２ 研究費
研究専念支援金（生活費相当額）と研究費の
間で流用は可能か。

流用できません。


